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開議 午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（上田健一君） おはようございます。これから本日の会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１ 一般質問 

○議長（上田健一君） 日程第１、一般質問を行います。 

順番に発言を許します。なお、発言者において項目ごとの質問を終わるときは、

その旨を申し出てください。 

６番、吉川義雄君の発言を許します。 

○６番（吉川義雄君） おはようございます。６番、吉川義雄です。 

質問に入ります前に、一言お願いをいたします。私は３月議会の直前に、朝から

言葉がうまく発声できませんでした。脳梗塞を発症し、緊急入院いたしました。幸

い、発見が早かったために大事には至りませんでした。医師からは話すことがリハ

ビリですと言われています。質問中に言葉がはっきりしないときがあると思います

が、どうかよろしくお願いいたします。 

質問通告に従って、３項目の質問をいたします。 

１項目、熊本地震からの復興状況について質問します。５月９日付けの熊日新聞

に「首長に聞く・熊本地震３年」のタイトルで、藤本町長の記事が掲載されており

ました。町長は、町としてはほぼ完了したが、建設型仮設住宅やみなし仮設で仮暮

らしを続ける３４世帯、１０３人の住宅再建がまだ残っている。聞き取りを基に四、

五世帯が災害公営住宅を希望すると見込んでいると述べられております。 

町長はこれまで災害から、こうも決意を述べてこられました。３月議会の施政方

針の中で、被災者の生活支援に向けたご支援を継続しているところであります。応

急仮設住宅につきましては、入居基準期限であります３年経過後は氷川町の町有住

宅として活用を図ってまいりますと述べられておりました。また、いろいろな会合

の挨拶で、被災者に寄り添ってしっかりと支援していきますと決意を語っておられ

ます。最後の一人まで寄り添うという気持ち、寄り添うという姿勢で取り組んでい

かれると思いますが、どう考えておられますか、お尋ねいたします。 

２番目に、氷川町地域防災計画について質問いたします。町長の平成３１年度の

施政方針の中で、熊本地震を踏まえて一部見直した「氷川町地域防災計画」に基づ

く対応を徹底すると言われています。私は平成２８年度策定された「氷川町地域防

災計画」を再度読んでみました。地域防災計画の第１章災害に強いまちづくりの中

の第１節で、町の防災機能強化計画が記されています。風水害、地震、大規模災害

等に強い氷川町を形成するために、建築物等に対する対策、土木施設に対する対策、
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公園、街路など防災空間の確保、良好な住環境整備などを実現し、随時、町の機能

強化を図りますとなっています。 

そこで、お尋ねします。防災の拠点となり得る建築物、公共施設の耐震性の強化

はどうなっていますか。災害、水害、震災時の住民の安全を確保するため、避難場

所、避難路の機能を有する公園、街路等の整備を行いとありますが、街路、道路等

をどのように進めていく予定ですか。旧火葬場跡地に防災公園を建設するようにな

りました。この公園は当初、防災計画にありません。地域防災計画上の位置付けは

どうなりますか、お尋ねをいたします。 

私は、今後、予想される大規模災害について、避難場所の耐震化や津波に備え、

２階建て、あるいは３階建ての民間のビルなど、避難場所を確保することが必要で

はと意見や提案も行ってきました。氷川町は山間部から海岸線まで、東西に長い町

であります。過去に高潮による被害も受けています。大きな地震が起きれば津波の

被害も受ける恐れもあります。津波避難計画の策定も求められています。風水害、

地震に対応する防災機能を持った公園、あるいは広場を整備する必要があると私も

考えます。野津地区以外にも必要と考えますが、その計画がありますか、お尋ねを

いたします。 

３番目に、国民健康保険税について質問します。国保税は、昨年も引き上げられ

ました。今年も課税限度分が引き上げられました。２年連続の引き上げになります。 

２月１６日の熊日新聞に国保保険料２６市町村で増、２０１９年度県平均は、年

１０万５,８６３円。その中に、国保の標準保険料の市町村別、年間一人当たりの

表が載っていました。氷川町は県平均よりも高い、１０万９,４５９円との記事が

ありましたが、平成３１年度の標準世帯の国保税はいくらになりますか、お尋ねを

いたします。 

今年、開催された町民懇談会に参加させていただきました。私は３回以上参加し

ましたが、国保税がまた上がったという声があったと思います。私のところには、

「国保税は何で高いの、払えない」という声も寄せられています。私は税金の負担

は年々重くなっていると思います。税金と同じく、国保も負担が重くなっています。

国保税を払えない世帯も増えてきているのではないでしょうか。国保税を滞納して

いる世帯、滞納状況はどうなっていますか、現状をお聞かせください。 

私は、国保税は他の保険と比べて高くなる仕組みがあると思っています。所得の

少ない人に負担が重くのしかかる、所得に対する税の負担率が高いわけであります。

また、国保税には他の医療保険にはない均等割や平等割があります。家族が多い世

帯は当然高くなります。また、国保税は所得がなくてもかかる仕組みです。このこ

とについて、厚生労働省は構造的な問題と言っていますが、この制度そのものをど
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う認識をしておられますか、お伺いいたします。 

全国の自治体の中には、自治体独自で就学前児童など、子どもにかかる均等割を

免除、減免する自治体も出てきています。２０１９年度は全国の２５市町村が始め

ると新聞記事がありました。本町も検討してはどうですか。今すぐとは言いません。

考えをお聞かせください。 

国保は県の事業となりました。全国知事会は平成２６年に、協会けんぽ並みの保

険料にするため、国に対し公費１兆円拡充の要望をしました。同じ年、全国知事会

は自民党にも１兆円投入を求めました。こうした要望・要請は知事会だけでなく、

全国市長会、全国町村長会も行っています。こうした要請について、どう考えてお

られますか、認識をお尋ねいたします。簡潔な答弁をお願いいたします。 

○議長（上田健一君） 吉川義雄君の質問事項が３項目ありましたので、１項目ずつ行

います。 

質問事項１、熊本地震の復興状況についてのアの答弁を求めます。 

福祉課長、山本昭義君。 

○福祉課長（山本昭義君） ア、住宅再建など、住まいの見通しはどうなっていますか。

最後の一人まで寄り添ってという姿勢はありますか、の質問に対しましてお答えい

たします。 

現在、被災された方は、鹿島、野津、島地の３カ所にあります建設型仮設住宅や

借上型仮設住宅のみなし仮設住宅、公営住宅、借上型ユニットハウスで再建を目指

しておられます。毎月、１回から２回、被災者住まい再建に向けた会議を県の住ま

い対策室、八代福祉事務所、賃貸住宅経営者協会、県と町の支え合いセンター、氷

川町社会福祉協議会の連携の下、個々の再建方法を検討しております。 

本町の場合は、現在、住宅再建中の場合であれば、さらに入居期限の再延長が認

められますが、それ以外の場合は、再延長は認められませんので、早い人は７月に

期限を迎えることになります。 

今年の４月に建設型仮設住宅が県から町へ譲与され、町有住宅として活用するこ

とになりました。この町有住宅を新たな再建先の一つとして、福祉課の職員が紹介

を行っているところです。中でも島地の町有住宅は役場、社会福祉協議会、地域支

え合いセンターから歩いて行ける場所にありますので、目が届きやすく素早い支援、

いつでも相談できる環境にあります。見守りが必要な方は島地の町有住宅を優先さ

せたいと考えておりますので、住み替えのお願いをさせていただいております。ま

た、現在、町有住宅に入居されている方で、再延長期間終了後もそのまま入居を希

望されれば、事前に町有住宅入居申請の手続きにより入居可能となります。 

これで、１のアについて、福祉課からの回答を終わります。 
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○議長（上田健一君） 吉川義雄君。 

○６番（吉川義雄君） 今、最後に明確な答弁をされましたが、実はさっき言われた、

早い人は７月に期限を迎える、それが多分、相談があった人には出なければいけな

いということだけが優先して捉えられたのかなと思います。最後に言われたように、

島地の団地のほうが見守りもできて、役場にも近いということで、そっちのほうに

住み替えてもらうという話であります。ぜひ、しっかりと、その一人一人の状況を

確認して、心配がないようにぜひやっていただきたいと思います。 

実はこの間、いろんな新聞とかを見てみますと、住まい再建の確保はできました

かということを聞いて、６２パーセントの人たちが「できた」と答えた。見通しが

立たないという人は１７名というのがありました。学園大の高橋さんという教授で

すか、この人がずっと追跡アンケートを取ったら、やはり地震後収入減の生活状態

が悪化した世帯が２１パーセントもあったと、そして持病も再発して健康状態が悪

化した世帯は３１パーセント、こういう記事が載っていました。やはり、住まいを

きちんと確保しないと、人間というのは不安が多いわけですね。ぜひ、その点をし

っかりと考えて寄り添っていただきたいと思います。 

私は町長が、先ほどの質問でも言いましたが、常日頃しっかり寄り添っていきま

すというふうに言っておられるわけです。私は、これは大事だと思います。たとえ、

数が少なくなっても、多くても関係なく、最後の一人までしっかりと責任を持って

対応をするということで取り組んでいってもらいたいと思います。 

今度の議会の冒頭も町長は決意を述べられました。最後に町長、そのことだけ一

つ、町長の決意を聞かせてください。 

○議長（上田健一君） 町長、藤本一臣君。 

○町長（藤本一臣君） ご質問ありがとうございます。課長が申し上げましたとおり、

最後の一人まで寄り添ってご支援をしていきたいというふうに思っておりますし、

もともと３年前、仮設住宅をつくりました。そのときに、あえて木造の住宅を建設

いたしました。建設期間は、ユニット型よりもプレハブよりもひと月ぐらい長かっ

たんですけども、それはやはり将来のことを見据えての判断でございました。今に

至れば、本当に良かったなという思いでございますし、この町有住宅という形で、

今後はしっかりと一般の方々にも、また被災者の皆さんにも使えるような環境を整

えてありますので、しっかり寄り添っていきたいと思っております。 

○議長（上田健一君） 吉川義雄君。 

○６番（吉川義雄君） ２項目をお願いいたします。 

○議長（上田健一君） 次に、質問事項２、地域防災計画についてのアからウまでの答

弁を求めます。 
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総務課長、稲田和也君。 

○総務課長（稲田和也君） 質問事項、地域防災計画について。まず、アの氷川町地域

防災計画で、町の防災機能強化が示されています。公共施設の耐震性の強化はどう

なっていますかについて、お答えしたいと思います。 

公共施設の耐震性の強化につきましては、避難所にもなっております小中学校の

校舎や体育館は、平成２７年度までに耐震化工事が完了しております。また役場、

文化センター、福祉センター等につきましては、昭和５６年６月以降に建てられて

おりまして、新しい耐震基準を満たしております。しかし、一部の町営住宅につき

ましては、耐震基準を満たしてない住宅がありますので、現在、入居者につきまし

ては住み替えを促し、空き家等につきましては解体を行っております。また、行っ

ていきます。 

イ、ウになりますが、まずイの災害、水害、震災時の住民の安全を確保するため、

避難所・避難路の機能を有する公園、街路等の整備を行いとあるが、どのように進

めていますか。ウの野津防災公園（仮称）の防災上の位置付けはどうなりますか。

今後、防災機能を持った公園・広場等の整備計画はありますかということで、イ、

ウは関連しておりますので、一括してお答えしたいと思います。 

災害、水害、震災時の住民の安全を確保するため、避難場所・避難路の機能を有

する公園、街路等の整備につきましては、今年度から避難場所として、野津防災公

園（仮称）の整備を進めております。今後、周辺道路も避難路としての機能を果た

すため、整備を行っていきたいと思います。 

今後の防災機能を持った公園・広場等の計画では、宮原地区下宮に防災公園、沖

塘地区に避難所、高潮あたりも対応できる避難所、それと東網道、西網道地区に広

域避難所、こちらも高潮等の対応も考えております。等の整備計画がありまして、

周辺道路も併せて整備を行っていきたいと考えております。 

防災上の位置付けにつきましては、５月３１日に開催しました町防災会議及び水

防会議に諮り、地震や津波等における緊急災害、緊急避難所としての町の地域防災

計画に位置付けをしたところです。 

今後も町民の生命・財産を保護するため、災害に強い町づくりを進めてまいりま

すので、よろしくお願いいたします。 

以上、答弁を終わります。 

○議長（上田健一君） 吉川義雄君。 

○６番（吉川義雄君） 実は、防災計画について質問しようと思ったのは、熊本地震の

後、日奈久断層についてのかなり危険な報道といいますか、これが載っていました。

これも熊日新聞に載っていたわけですが、依然ひずみがあるということで、マグニ
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チュード６.５と７.３の地震が連続した熊本地震の震源域のうち、起きたのは日奈

久断層、高野・白旗間、しかし断層崩壊が一部に留まり、依然としてひずみを溜め

こんでいる状態がわかったと。６.５から７近くの地震がいつ起きてもおかしくな

い。このような中で今度起きるとすれば、日奈久・八代海の両区間が連動して動け

ば、５.７か８級の地震が起きるというのが載っていました。これは大変だなとい

うふうに思いました。ちょうど５月の３０日には、また載りまして、要注意、マグ

ニチュード７クラスが２０００年から３０００年おきに起きる、日奈久区間だけが

ずれ動くと、７.５大地震が起きると考えられると。そして、次の地震が切迫して

いるかもしれないという話がされました。産総研と書いてありますから、産業技術

総合研究所のグループ長がこのように発言しています。 

ところで、本町には大きな活断層、この日奈久断層が通っていますが、課長、こ

の活断層が国土地理院から出されていますが、これ地図を見られたことがあります

か。 

○議長（上田健一君） 総務課長、稲田和也君。 

○総務課長（稲田和也君） いろいろマスコミ、新聞でも日奈久断層が取り上げられて

おります。確かに、宇城のほうから３号線沿い、それを山手、平地と山手際のほう

を通っております。氷川町も実際通っておりまして、３号線になりますものですか

ら、それと山手のほうになります。そういったことで公共施設辺りも断層の近くに

ある状況ということで承知しております。 

○議長（上田健一君） 吉川義雄君。 

○６番（吉川義雄君） 実は、私はこの問題は、以前議会でも取り上げたのですが、氷

川分署ができました。分署の上に少し段があります。あれが日奈久断層の線という

ふうに国土地理院では載っています。よく見ると、宮原小学校、常葉保育所、氷川

分署、道の駅、竜北公園、これはまさに、この日奈久断層の真上に建っているわけ

です。近くには何があるか、氷川町公民館や、また学校があるわけです。そういう

点で、私が施設は大丈夫ですかといったのは、耐震化は満たしていたという益城町

の公共施設も天井が落ちたりとか、いろいろあったわけですね。そういう点でぜひ、

もう一度、見落としがないかというのを見ていただきたいと思います。 

公共施設等総合管理計画というのも氷川町のものを見せていただきました。これ

にかなり詳しく耐震化についてどうするかという方針が載っていました。私は、は

っきりいって、これを読むのが遅かったから、さすがというふうに思います。だか

ら、なおさら見落としがないように一つしていただきたいと思います。施設でいい

ますと、例えば給食センターというのは、古くなっているわけですね。こういうと

ころもぜひ検討をしていただきたいと思います。 
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イの項目に入りますが、先ほど避難公園をつくると同時に、道路の避難機能強化

のことも答弁されました。氷川町の各町内の道路はどこも大変狭く、総合振興計画

の地区別計画書、各地区の分をよく読ませていただきました。７割から８割の地区

で道路が狭い。道路の整備の必要性が述べられています。 

先ほど言いました、氷川町の公共施設等の管理計画の中で、氷川町の道路の現状

というのをこう書いてあります。氷川町が管理する道路は、平成２８年３月時点で

３００キロある。その中で課題として書いてあるわけですが、中に自動車に依存し

た交通手段となっており、生活道路が形線がきちんとしていない、見通しが悪い等

の点が指摘されている。特に、集落内の通学道路が狭い。生活に密着した道路で問

題が多いというふうに書かれています。 

では、それをどうするか。安心な道路の整備ということで、災害時、緊急避難や

輸送ルートを確保する信頼性の高い道路を整備することで、安心できる日常生活を

営むことができる、というふうに書いてありました。 

そこで、お伺いしますが、先ほど言われました、今後の計画になるかもしれませ

んが、避難路の機能を有する道路は大まかにどういった所を中心に進めようと考え

ておられるのですか、そのことを聞かせてください。 

○議長（上田健一君） 総務課長、稲田和也君。 

○総務課長（稲田和也君） まず、急がなければいけないのは、避難機能を持った防災

公園、避難所辺りの道路が急務な整備になるかと思います。そういったところを、

まず周辺道路をスムーズに、避難できるような形を取らなければいけないと思って

おりますので、そういった災害の避難所、公園あたりの周辺が先になるかと思いま

す。 

以上です。 

○議長（上田健一君） 吉川義雄君。 

○６番（吉川義雄君） 氷川町も特に旧竜北町は農業が中心だったので、道路も農地の

所の道路は縦横にうまく整備してあるんですよ。いざというときにすぐ逃げられる

と、私は思いました。そういう点では、総合振興計画の地区別計画にあるように、

一番問題なのはやはり集落内の道路をどうするかだと思います。 

一つ、言ってはみたものの、道を広げるというのはなかなか困難です。しかし、

やはり計画をもっと進めて、町も町長が地区懇談会をやり方を考えてみますという

発言がありましたけれども、ぜひ、そういう点も踏まえて、今後の道路政策につい

ては町民の意見を取り上げていただきたいなと思います。 

先ほど言われました、あとのほうと関連しますが、野津防災公園（仮称）ですが、

できます。私は、このときも周辺道路の整備をしないと、公園の避難場所としての
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機能は十分果たせないんじゃないかというふうに言いました。今回、工事するに当

たって、どこから土砂を入れるかという説明がありましたが、堤防を通って、堤防

道路を使うという話もありました。 

私は朝から３号線を見てみますと、通勤ラッシュで大混雑です。そして、氷川の

橋の所が右折車、出て行くのが大変だというふうに考えています。だから、公園の

整備と併せて道路の整備も早く計画を立てていただきたいと思います。 

あと、公園は先ほどの話でいきますと、４カ所ほど避難場所となる公園・避難所

の計画があるということでした。これも計画を早く立てていただきたいというふう

に思います。いつまでに、大体どういうふうにしたいか。財源もありますし、簡単

にはできないとよくわかります。しかし、計画はやはり立てて、それに向けて財源

確保もやっていくべきじゃないかというふうに思います。 

氷川町の津波想定というのが、これはハザードマップにも掲載されていたかと思

うのですが、本町の場合、沖塘に関していいますと、２メートルから５メートル未

満の津波が想定されているわけですよね。今、氷川大橋ですか、あそこを通ると、

氷川の河床がかなり高くて、いつも堤防が切れたら大変だなという思いもしていま

すが、先ほど言われた計画で、沖塘とか西網道ですか、ここではどういうことを一

つ計画されているのでしょうか。以前、私が質問したのは、一つはひろぎの土砂を

取って高台につくったらどうですかというような話もしたことがあるのですが、こ

の計画、もしこういうのをやりたいなというのがあればお聞かせください。 

○議長（上田健一君） 総務課長、稲田和也君。 

○総務課長（稲田和也君） 沖塘地区の避難所につきましては、国有地を氷川町のほう

で取得しまして、敷地が狭い状況ですので、こちらには２階建てか、３階建ての鉄

骨製の高台ができればなということで考えております。それと、東網道、西網道地

区には、広域避難所ということで、ある程度の面積を持った高台あたりを考えてお

りまして、高潮とか、津波とか、対応ができればなと思っています。 

以上です。 

○議長（上田健一君） 吉川義雄君。 

○６番（吉川義雄君） もう一つ、予定としては５年計画ですか、１０年計画ですか。

町長、どうでしょうか。どれぐらいのスパンで考えればいいでしょうか。当然、財

源もありますし、明日つくるということはできないと思いますが。 

○議長（上田健一君） 町長、藤本一臣君。 

○町長（藤本一臣君） 日奈久断層ですね、我が町の直下を通っているわけでございま

して、とても心配をしているところであります。防災計画、その他、それぞれの計

画に基づきまして、それぞれの整備を進めていく。特に、この防災公園につきまし
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ては、急いでつくっていかなければならないという気持ちはございますが、今おっ

しゃいましたとおり、財源の問題等々もありますので、計画的にやっていく。 

では、どのぐらいのスパンでいくのかという話でございますが、今年度ですね、

野津の防災公園の造成工事を行うことで予算を計上いたしております。来年度は完

成するのかなと、そういったことを考えますと、翌年、翌年というような考え方が

普通の考え方でありますが、そのときにそういった財源がきちんと確保できるのか

という部分はあります。 

特に財源といたしましては、緊防債等をぜひ活用しながら進めていきたいという

思いがございますので、その補助が、あるいは交付金自体がいつまで使えるのかと

いう、いわゆる制限もございますし、合併特例債も、私も使わせていただいており

ますが、あと５年、６年という世界でございます。できれば、その範囲内でぜひ仕

上げたいなという思いがあります。 

併せまして、道路の話が少し出ておりました。このことにつきましては、この防

災公園に限らず、これまでもそれぞれの地区の必要な場所を、いろいろ改良を行っ

てきております。特に、通学路に当たる部分、あるいは生活道路に当たる部分、そ

れぞれ地区の要望を聞きながら整備しているところでありますし、今後もその方針

には変わりはございません。防災公園ができたから、その周辺だけを道を良くする、

その考え方は必要なものをやっていきますけれども、本当にそれでいいのかという

ことになりますので、やはりそれぞれの集落道路内、あるいはそれを結ぶ道路の整

備も計画的にこれからも進めていきたいなという思いでございます。 

○議長（上田健一君） 吉川義雄君。 

○６番（吉川義雄君） 実は、市町村に対して、国土強靭化計画を立てなさいというこ

とで出ています。また、全国的にもほとんど立ってないというのがあります。ただ

モデルとして、いくつか紹介がされていました。国のきちんとした補助金も出る事

業もたくさんあります。 

今、町長が合併特例債の話もされました。ぜひ、そういった計画を立てて財源を

確保して、できるだけ早く立てる。私はさっき、４カ所の提案がありましたが、地

形からして、やはり宮原地区に一つ、竜北地区に２つ、ないし３つは、これは必要

だなというふうに私も思います。町長は翌年、翌年という話をされました。できる

だけ早くこの計画も立てて、安心な町づくりを一つやっていただきたいと思います。 

もう一つ、提案をさせていただきたいのですが、実はこれも新聞に載っていまし

た。地区の小さな公園を防災公園にした記事です。一つは宇城の公園でした。それ

から、熊本市の公園。宇城の公園はどうしたか、井戸を手動のポンプを付けたとい

う５００平米ぐらいの公園です。熊本市は、公園というよりも学校にマンホール型
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のトイレを設置したというのがありました。 

私は、これも地区懇談会で、地区の公園の管理が大変だという意見が出ました。

私はさっそく、どの公園かなと思って見に行きました。立派に清掃もされて、草も

きちんと刈って「うわ、きれいだな」と、「やっぱりきれいにされているから、あ

れだけの意見が言えるんだな」というふうに感じました。そこを見て感じたのは、

いざというときに、やはり災害次第ですが、指定された避難場所に行けなくなるこ

とも十分考えられるわけですね。地区の公園も若干、町がフォローしてといいます

か、資金も出して、特に水道やトイレの設置をしてあるところは、ぜひ地区でそう

いうふうに利用できるようにならないかなというのを考えました。ぜひ、そういっ

たことも今後、検討していただきたいと思います。 

最後に、この問題、一つだけ。災害時に一番困るのが、やはり水分、水ですね。

水をどう確保するかということだと、以前見た記事にありました。そこで、耐震性

の防火水槽の設置もぜひ検討をしていただきたい。常日頃はその水は、火災のとき

には防火水槽として使えるわけですが、地震が起きたときには遮断されて、その中

の水が生活用水として、飲料水として使えるというものです。ぜひ、そういうこと

も今後、検討していただきたいと思いますが、最後にそのことを担当課長でも、町

長でもいい、お答えいただけますか。 

○議長（上田健一君） 町長、藤本一臣君。 

○町長（藤本一臣君） 緊急時のそれぞれの地区の公園の使い方についての提案がござ

いました。まさにそのとおりでございまして、それぞれ各３９地区、地区の防災計

画をつくらせていただきました。その中でも、今後、そういった地区の公園なり、

あるいはその避難路について、たぶん計画にはまず載ってはいると思うのですが、

本当にそういった使い方ができるのかどうか、そういったところをそれぞれの各地

区において、さらに検証を進めていただきたいなと思っておりますし、その上で整

備する必要があれば、また地区要望等で要望していただければというふうに思って

おります。それぞれの地区の公園には水道がありますし、トイレも大体備わってお

ります。いざというときには使えるスペースでありますので、大いにご活用いただ

きたいと思いますし、そのためには地区は地区としての管理もしっかりやっていた

だかないといけないのかというふうに思っております。町が行う責任、それぞれの

地区で行う責任、住民で行う役割、そういったものをお互いがそれぞれの役割を果

たしていくことによって、いざというときにためになる、そういった避難場所にな

っていくのかなという思いでございます。 

併せまして、地区公園の管理、その他につきましても、今、言いましたような形

での取り組みが必要になってくるかというふうに思っておりますし、では、そこに



－ 36 － 

至る道路の話もまたセットで出てくるわけでございます。それはやはり、私ども町

で計画をつくるのも大切でございますけれども、先ほど言いました地区別防災計画

の中でしっかりその位置付けをしていただいて、それをまた町と一緒になって整備

をしていくという方向を見付けていければなというふうに思っております。 

今後もそういった鋭意を止めずに、いざというときの備えを進めていきたいなと

いうふうに思っております。 

○議長（上田健一君） 吉川義雄君。 

○６番（吉川義雄君） この項目の最後に、私たちは大きな地震を一つ経験をいたしま

した。この中で、やはり自分の命は自分で守るんだという、とにかく高台に早く逃

げろということが盛んに言われます。やはり大きな地震、津波、それに対するのが

一つ、常日頃から必要だと思います。 

また、大きな南海地震が起きる等、いろいろなことが言われています。高台に逃

げるのが鉄則なんですね。熊本地震のときに、鏡の人たちがなぜか知りませんが、

桜ヶ丘に皆、車で行ったというのがありますけど、本当の地震が起きたら、車は動

かないと私は思います。だから、地域のそういった公園も含めて、今後大いに検討

をしていくべきだと思います。 

この項目を終わります。次の国保をお願いしたいと思います。 

○議長（上田健一君） 次に、質問事項３、国民健康保険についてのアからエまでの答

弁を求めます。 

町民課長、尾村幸俊君。 

○町民課長（尾村幸俊君） ３項目のアにつきまして、町民課よりお答えいたします。 

本年度の国保税につきましては、平成３０年度に算定方式及び税率の改正を行っ

ており、税率につきましては昨年同様となっております。 

本年度からの改正点は、条例の一部改正に伴い、限度額が３万円の増となり９６

万円となっております。また、軽減判定の見直しにつきましても、中間所得層の被

保険者の負担に配慮した結果となっております。平成３１年度の一世帯平均の保険

料は、１９万４,０００円ほどとなっております。 

滞納状況につきましては、今年の５月末現在で、現年度分が収納率９６パーセン

トで、約１,６００万円の未納となっております。平成２９年度以前につきまして

は、決算時においての数字でございますが、平成２９年度分が９６.５パーセント

で約１,３００万円、平成２８年度分が９５.９パーセントで約１,６００万円、平

成２７年度分が９５.１パーセントで約２,０００万円となっております。 

続きまして、イとウにつきまして、一括してお答えいたします。税の算定方法は、

県内の大半が負担能力に考慮した所得割、また利益を受ける期待率に比例する均等
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割、平等割の３つの方式で算出されています。氷川町もこの３方式で算出していま

すが、確かに被保険者数が多い世帯ほど均等割は高くなりますが、低所得者に対し

ましては軽減制度を設けておりますので、被保険者数が多い世帯ほど軽減されやす

くなっております。 

また、平成３０年度から県において、財政運営の責任主体となり事業運営を担っ

ていますが、制度が抱える構造的な課題は根本的には解消されていないようです。

将来的には県内どの市町村でも同じ条件の場合、同じ負担となるよう、保険料の水

準及びサービスの統一を目指すところでございます。 

子どもに係る均等割の減免につきましては、子ども医療費助成事業により無料化

していることもあり、減免につきましては、現段階では今のままでと思うところで

ございます。 

続きまして、エにつきましては、町村会でも要望されていますが、被保険者や町

に有利になりますことはいいことであるかと思います。 

以上、答弁といたします。 

○議長（上田健一君） 吉川義雄君。 

○６番（吉川義雄君） 国保税というのは、この国保制度そのものを維持していくため

には、どうしても必要になってくるわけです。この国保がある意味では、私たちの

セーフネットといいますか、それにかかわる部分であります。 

平成２９年度決算書を見てみますと、滞納世帯は現年度で６世帯、過年度で３,

０２４世帯、１世帯でいくらか、年度にまたがる関係で、こういうことが起きてい

るというふうに思います。また、滞納額が先ほど、ちょっと私の決算書で見たのと

若干違うのかなと思っていますが、平成２９年度国保の滞納世帯、前年度２５５世

帯、滞納３,０２４世帯というふうになって、金額も現年度１,３４１万４,６７７

円、滞納過年度分５,１９７万３円というふうに決算書ではなっていたかと、どう

ですか、その数字。 

課長、調べてください。なぜ、それを言ったかというと、平成３０年度決算意見

書、成果表を見てみましたけど、数字が３０年度は載ってなかったんです。だから、

２９年度をちょっと言ったんですが。 

私はやはり、この滞納世帯がこうやって多くなってきているというふうに判断し

ているんですが、やはり税金の負担が重いと思うんですね。だから、そうなってい

く。税金を払えなかった場合には短期保険証、あるいは資格証明書の発行になるか

と思います。その場合、短期保険証はあくまでも保険証ですが、資格証明書の場合

は病院の窓口ではどうなんですか、医療費の支払い。課長、わかりますか。 

○議長（上田健一君） 町民課長、尾村幸俊君。 
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○町民課長（尾村幸俊君） その場合は、窓口で１０割負担という形になります。 

○議長（上田健一君） 吉川義雄君。 

○６番（吉川義雄君） １０割負担なんです。例えば、本当にお金がなくて、窓口で税

金を滞納してしまった人、今度は病院にかかれないということに、お金がないわけ

ですから、当然のこと、病院にかかれないようになってしまうということが起きて

くるわけです。 

私は、国保税が高くなる仕組みがあるというふうに言いました。厚生省が毎年、

調査して発表しています。厚生省の調査で、年齢別あるいは世帯別、国保の負担率

というのを出していますが、これを調べてみました。全国は６５歳以上の加入者が

４２.２パーセント。氷川町の場合は６５歳以上が３９.５パーセントという数字に

なっています。そして、所得なし、あるいは所得が３３万円以下というのが全国で

は国保加入者の３６.８パーセント。うちも同じランクを調べてみました、３８.１

５パーセントです。所得が２００万以下の世帯、所得なしも含めてですが、全国は

７９.８パーセント、氷川町は７８.７５パーセントということでした。 

これから、要するに収入がない世帯がいっぱい入って、これから先、去年からこ

の事業が始まったわけですが、ますます県単位一本化になったら、当然、保険料は

上がってくると思いますから、ますます所得の少ない人たちが多い点では滞納も増

えてくる。こういったことが起きると想像しますが、その点はどうですか。今の氷

川町の推移でいくと、どう考えていますか。 

○議長（上田健一君） 町民課長、尾村幸俊君。 

○町民課長（尾村幸俊君） 昨年からの制度改正によりまして、資産割をなくしたとこ

ろでございます。その代わり、平等割のほうも若干下げたところです。その分が所

得割と均等割に連動する形となります。また、今年度から限度額のほうも３万円引

き上げたところでございます。このことにつきましては、被保険者の担税力に応じ

た税額であるのかなと思っているところでございます。 

以上です。 

○議長（上田健一君） 吉川義雄君。 

○６番（吉川義雄君） 担当課は、本当に苦労されていると思います。先ほど課長の答

弁にもありましたが、藤本町長は今回、医療費の軽減では本当によくやってきてお

られると思います。子どもの医療費が無料になったというのは、当面お金を出さな

くていいわけですから、本当に助かるわけです。 

私はそういう点で、この制度そのものが厚生労働省の言うように、構造的な問題

があるというふうに認識しているわけですね。だからこそ、いろいろな団体から

「もっと金、出せ」という声があがってきているわけです。先ほど子どもに対して、
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均等割については考えてないということで答弁がありました。 

岩手県の宮古市長がこういう発言をしています。個々の子どもの均等割減免につ

いて、各地の状況を市としても調査をしました。子育て世代をしっかり応援しよう

と１８歳以下の均等割を全額免除することにしました。なぜか、国保と協会けんぽ

の保険料を比べて見たら、国保は協会けんぽの１.５倍から１.８倍の保険料になっ

ている。国保の加入者が子育てするときに負担が大きいことは明らかだ。均等割を

なくすことで、いくらかでも差が縮まればいいなと思った。 

では、財源をどうしたんだろうかと思っていました。財源はふるさと寄附金、氷

川町にもあったらいいなと思います。「市長お任せ」だそうなんです、を活用しま

すと。子どもを持たない方々の保険料が増えることのないように、国保の特別会計

内でのやり繰りではなくて、一般会計で賄いました。この人は、こういう制度を地

方にも広げていきたい。隣の市町村ではできないとか、国保料が高いということが

ないように運動していきたい。子どもの均等割をなくして、子育てしやすい町をつ

くる、そういう時代を示して、国や県に財政負担を訴えていくというふうに言われ

ているわけです。 

藤本町長、ふるさと寄附金に市長お任せ、そういうふうに町長お任せというのが

あったら、ぜひこういうものを取り組んでいただきたいと思うわけですが、この考

え方について、お聞かせください。 

○議長（上田健一君） 町長、藤本一臣君。 

○町長（藤本一臣君） まず、国保の保険料の話をされておりました。当然、皆保険で

すから、いろんな保険もございますけれども、それぞれの多くの負担、それに応じ

たサービスを受けていくということでございます。これは保険でございますので、

それぞれの自己責任もあるわけでございまして、少ない負担で多くのサービスを受

けるのが一番よろしいんでしょうけど、なかなか財源的にはそうはいかない現実が

ある。そういった中で、その財源にどうするかということであります。 

今、国保の本体は熊本県に移りました。以前、市町村の氷川町でありましたとき

には、いろいろ法で決められた、いわゆる投入額、プラス、法定外に一般財源から

国保に財源を投じて、保険料を安くしてきた時代がありました。ただ、それはもう

許されなくなりました。いわゆる経過措置でございますので、それでも今、少しで

も負担を少なくしようということで努力はしておりますけれども、ではどこかから

お金を投じて、保険料を下げることが本当にいいのかというのは議論があるところ

だと思います。そういった中で、制度の構造的な部分も課長が申し上げましたとお

りあります。今からまた研究をされていくんでしょう。 

その上で、ふるさと納税の話がございました。昨年は平成３０年度の実績でいい
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ますと、お約束の１,０００万円には届きませんでしたけど、９００万円を超える

ふるさと納税がございました。その中で、福祉目的に使ってくれという項目がござ

います。あるいは子どものために使ってくれという項目もあります。私にお任せし

ていただける部分もございます。そういったものが今おっしゃいましたとおり、子

どもの医療費の助成でありますとか、そういった政策に使わせていただいておりま

す。その分を国保の分にどれだけ活用できるのかというのが、今後の課題であるの

でしょうけれども、実際そうやってやられている自治体があるわけでございますし、

それは大いに参考にしていきたいなというふうに思います。 

○議長（上田健一君） 吉川義雄君。 

○６番（吉川義雄君） 町長が最後に言われたように、ぜひ参考にしていただいて、今

後の検討課題にあげておいていただきたいというふうに思います。 

県が主体となってやるようになりました。そういう点で、標準保険料というのが

都道府県で一本化をしようというふうになっています。これは大変なことだと思い

ます。熊本市の国保決算書を見てみましたら、２０億円という赤字なんですね。毎

年のように赤字なんです。ここが、熊本市がそのまま入ってくるのかどうかわかり

ませんが、一緒になって国保を運営していく。当然、地方にその負担が来るんじゃ

ないかと心配しています。 

国会の資料も読んでみました。国保の都道府県化が実施されたあとも自治体の判

断で、公費繰入ができることを厚生省が答弁しています。一般会計からのこれをど

うするかにつきましては、それぞれの自治体のご判断を仰ぐと、これを制度禁止す

るようなことはしないと言っているんですね。しかし、子どもの医療費もなかった

ら、ペナルティも課したこともあるわけです。だから、さっき言いましたけど、知

事会だとか、高知の市長さんだとかが「だめだよ」と言っているんです。 

私は、国民健康保険税というのは町民の皆さんたちの健康と暮らしを守る上から

も、やはり一番大事なことで、社会の公平公正という立場からものを見て、国に意

見を挙げていきたいというふうに思います。やはり必要な意見を大いに国にも挙げ

たいし、町長もぜひ大きな声をあげていただきますようにお願いして質問を終わり

ます。 

○議長（上田健一君） 以上で吉川義雄君の一般質問を終わります。 

１１時５分より会議を開きますので、それまで休憩します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時０１分 

再開 午前１１時０５分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 
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○議長（上田健一君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

次に、４番、清田一敏君の発言を許します。 

○４番（清田一敏君） 皆さん、おはようございます。ただいま、ご指名をいただきま

した、４番議員の清田でございます。通告に従いまして、２項目の質問をさせてい

ただきます。 

まず、１項目の氷川町の農業政策についてでございますが、氷川町では組織型農

業の推進や法人化、また町の単独事業であります「氷川町農業元気づくり支援事

業」をはじめ、国・県の事業を活用した各種事業、また農業生産の基盤となります

農業基盤整備事業等の施策に取り組まれ、農家の経営の安定と発展に大変役立って

おりますことは周知のとおりでありまして、まさに農業立町を掲げる町にふさわし

い手厚い施策が講じられておりますことを私も農業を営む者として大変ありがたく

感謝いたしているところでございます。 

さて、６月も中旬となりまして、周辺の田んぼでは田植えが始まっておりますが、

やがて青々と成長し秋には収穫を迎え、その後はまた、い草や野菜、ハウスではい

ちごやトマトが作付けされ、それが終わればまた稲が作付けされるといった、同じ

作業が毎年毎年繰り返されているように見える農業でございますが、一方で農業技

術のほうに目を向けますと、これまでと違った大きな変化につながる兆しが見えよ

うとしております。 

その一つが「スマート農業」と呼ばれる分野であります。スマート農業って何だ

ろうかと思われるかもしれませんが、ＩＣＴやＡＩといった先端技術を駆使した農

業のことでありまして、皆さんもテレビで高視聴率をあげました「下町ロケット」

に登場しました自動走行のトラクターやコンバイン、田植え機といったものから収

穫ロボットやリモコン式の草刈り機やドローン、また重たいものを抱えたり運ぶ手

伝いをするアシストスーツなど、その範囲は多種多様、広範に及ぶものであります

が、どんなに便利でも高額で普通の農家では手が出ないものや、費用対効果でまだ

はっきりした成果が見えないものなどもありますので、ここでは一応、そういった

ものは省略させていただきまして、省力化や所得の向上につながるある程度の成果

が見えております施設園芸の環境制御技術を念頭におきまして、１項目目のアとい

たしまして、スマート農業を推進する考えはないか。 

それに伴い、複雑・多様化する農業に対応するため、イといたしまして、農業振

興課にも知見を有する任期付き職員等を配置する考えはないか。 

ウ、中山間地帯の畑や樹園地、耕作放棄地が散見されますが、それらの解消につ

いて、どのように考えておられるか。 

エ、今後の農家組合長のあり方について、以上４点についてお尋ねをいたします。 
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２項目としたしまして、一般質問や町政懇談会等で出された意見についてという

ことでございますが、その後どのような検討がなされているかについてお尋ねをい

たします。 

なお、１項目アからエにつきましては、一つ一つ答弁をお願いいたしまして、質

問席に移らせていただきます。 

○議長（上田健一君） 清田一敏君の質問事項が２項目ありますので、１項目ずつ行い

ます。質問事項１、氷川町の農業政策についてのアの答弁を求めます。 

農業振興課長、前田昭雄君。 

○農業振興課長（前田昭雄君） それでは、清田議員のアのスマート農業を推進する考

えはないかについて、お答えします。 

先ほど、議員からお話ありましたとおり、ロボット技術や情報通信技術を活用し

て、省力化、精密化、高品質生産を実現するスマート農業は、これからさらに進む

農業の担い手の高齢化、労働力不足に対応する農業として期待されております。ご

質問のハウスの環境制御技術につきましては、ハウス内の環境要因には、湿度、温

度、光、炭酸ガス濃度等があります。この環境要因を制御する技術が氷川町でも各

種事業を使い導入が進んでいます。 

具体的なお話では、いちごなどで使われている炭酸ガス発生装置は、植物の光合

成に必要なハウス内の二酸化炭素の濃度をセンサーで測定し、不足分を発生させて

います。ハウスの自動開閉装置は温度センサー、雨センサー等と連動し、ハウスの

開け閉めを行い、ハウス内の温度を調整します。既に導入され、利用されている部

分もありますが、ハウスの環境制御技術を含め、スマート農業に関するさまざまな

情報を収集しながら利用を考えていきたいと思っております。 

○議長（上田健一君） 清田一敏君。 

○４番（清田一敏君） ありがとうございました。例えば、私たちはトマトをつくって

おりますので、トマトを例にとりますと、選果場ができまして、選別や箱詰めの作

業といった労働からも開放され、ずいぶんと楽になったわけでございますが、当然

そこには経費が発生いたします。そういった経費を補うため、またさらなる所得の

向上を目指して、多くの農家の皆さんが取られたやり方が規模拡大という方法でご

ざいます。ところが規模拡大をいたしますと、今度は管理に人手が必要となり、人

夫さんを頼んだり、外国人研修生を頼んだりと、売り上げも増えるかもしれません

が経費もそれに比例して増えていきます。価格が安定していれば、経営は順調にい

くかもしれませんが、市場価格に委ねられた中で販売される農産物は、価格次第で

は厳しい経営環境に陥るリスクをはらんでおりますし、ここ一、二年そういった傾

向が出始めているように感じています。 
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そういったことで、これからは面積を拡大するよりも、いかに単位面積当たりの

収量を上げるかということを追求する時代に入ってきているのではないかと思って

います。環境制御技術を使った試験結果では、データを基に生育に最適な環境をつ

くりだし、普通１反当たり１５トン前後といわれております収量を４０トンから５

０トンをあげたということが実証されております。 

スマート農業の本格的な普及に向けましては、農水省も２０１９年度の目玉事業

の一つと位置付けておりまして、県内でも熊本市では、ナスやスイカ、そしてまた

アシストスーツ、和水町などでもドローンを使ったミカン園の農薬散布など、調

査・研究に対する取り組みが始まっているところでございます。一気にはいかない

と思いますが、まず調査・研究を重ねながら、省力化や所得の向上につながるよう

であれば、ぜひ推進をお願いいたしたいと思います。 

アについての質問を終わりまして、次イの答弁をお願いいたします。 

○議長（上田健一君） 農業振興課長、前田昭雄君。 

○農業振興課長（前田昭雄君） それでは、イの農業振興課にも知見を有する任期付き

職員等を配置する考えはないかについてお答えします。 

スマート農業に関する知識・技術など知見を有する職員を配置するためには、職

員がスマート農業の知識・技術を習得していくか、既に知識・技術を有する人材を

採用するか、または議員質問のとおり、知識・技術など知見を有する人材を任期を

定めて配置するなどの方法が考えられます。 

現時点では、知見を有する任期付き職員の配置については検討していません。ま

ずは、スマート農業の導入支援や講習等を実施できる個人、業者等を活用して普及

を進めることができればと考えております。 

以上です。 

○議長（上田健一君） 清田一敏君。 

○４番（清田一敏君） 農業振興課の仕事というのは、こういったものばかりでなくて、

幅広い仕事を持っておられますので、質問はいたしましたが、正直なところ、私自

身は無理な質問だろうと思っておりましたが、一つの方法として導入の支援や講習

等を実施できる個人や業者等を活用して、サポートしていきたい旨の答弁をいただ

きましてありがとうございました。 

こういったスマート農業普及を進める上で、一番のネックとなるのがどうしたら

いいのかわからない、あるいは関心を持たれる人が少ないなどいろいろあろうかと

思いますが、特に高齢者の多くはパソコンやスマホなどの機器の利用が苦手な人が

多いと思われますので、答弁の中にありましたような知識を持った人や業者等を活

用して、リーダーとなる人やモデル農家の育成に取り組んでいただければと思って
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います。 

課長については、こういった答弁はなかなか、答弁しづらい面もあろうかと思い

ますが、ここは人事権を持っておられます町長に一言、コメントなり答弁をお願い

したいと思いますが、よろしくお願いいたします。 

○議長（上田健一君） 町長、藤本一臣君。 

○町長（藤本一臣君） まさに時期を得たご質問をいただきました。スマート農業、こ

れからのたぶん方向性はそちらに行くんでしょう。大量生産、大量消費の時代は終

わりつつあります。人口が日本全国、減っていくわけでありまして、その中で高品

質のものをやはり提供していかなければならない。その戦いがさらに、これからま

た激化していくんだろうと思っております。 

そういった中で、指導者というのは大変必要な部分でございます。職員で担うの

か、どうするのかという部分はございますけれども、幸い私のほうの近くには、ア

グリビジネスセンター、いわゆる県の機関がございます。すぐ近くにあるわけでご

ざいまして、あそこには相当のスタッフがいますし、能力、あるいは知識を持った

職員が配置をされているというふうに聞いておりまして、そちらとですね、しっか

り連携をしながら、私ども氷川の農業をしっかり進めていきたいという思いでござ

いますし、時期を得て必要があれば、そういった専門的な能力を持っている職員の

登用というものも必要になってくるかと思っておりまして、そういったところを横

目で見ながら、しっかりこれからも進めていきたいなというふうに思っております。 

○議長（上田健一君） 清田一敏君。 

○４番（清田一敏君） ありがとうございました。イについての質問は終わります。 

○議長（上田健一君） 次にウの答弁を求めます。 

農地課長、星田達也君。 

○農地課長（星田達也君） それでは、清田議員の質問にあります、ウの中山間地帯の

畑や樹園地に耕作放棄地が散見されているが、それらの解消についてどのように考

えておられるかについて、お答えいたします。 

毎年８月から９月にかけて、農業委員及び農地利用最適化推進委員による調査を

行っており、平成３０年度末時点で町内に約１０８.６ヘクタールの耕作放棄地が

ございます。そのほとんどが国道３号より山手の農地で、放棄地全体の約９割を占

めております。耕作放棄地につきましては、所有者に対して意向調査を行います。

その上で本人に解消してもらうか、農地の貸し借り等を仲介する機関である農地中

間管理機構に貸し付けてもらうなど、解消に向けた指導を行います。また、耕作放

棄地解消に対する県の補助事業もありますので、解消を希望される方にはそちらの

案内もしているところです。 
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なお、国の補助事業もありましたが、昨年度で廃止になりましたので町の単独事

業として補助事業を創設し、解消希望者が事業に取り組みやすい環境を整えており

ます。さらに各地区で保全隊も結成されており、耕作放棄地の草刈り等にも取り組

んでおられ、耕作を希望される担い手が利用しやすい環境整備にも努めているとこ

ろです。 

以上で答弁を終わります。 

○議長（上田健一君） 清田一敏君。 

○４番（清田一敏君） 私もうっかりして、町の単独事業として新たな補助事業が創設

されるとありますが、どういった内容の事業が創設されたか把握しておりませんで

した。ここで改めまして、その事業の内容の説明をお願いしたいと思いますが、よ

ろしくお願いします。 

○議長（上田健一君） 農地課長、星田達也君。 

○農地課長（星田達也君） 国の補助事業として行われておりましたのは、農地に梨棚

が残ったままであったり、雑木が植生しているなど、解消のために重機を用いない

と解消できないような農地に対しまして、事業費２００万円を上限として２分の１

を補助する事業を行っております。 

以上です。 

○議長（上田健一君） 清田一敏君。 

○４番（清田一敏君） その中にはいろいろと制限もあろうかと思いますが、農地に隣

接する道路がない所は必ず耕作放棄地につながります。ただいま大きな木の撤去で

ありますとか、そういったものが対象になるという説明がございましたが、農機具

とか、せめて車が通れるぐらいの道がないときには、そういった土地を買収すると

いうような、そういったことには利用できないのでしょうか。その辺りどうですか。 

○議長（上田健一君） 農地課長、星田達也君。 

○農地課長（星田達也君） 現時点では、耕作放棄地の農地の解消ということだけです

ので、そこにアクセスするための道路とか、その辺の拡幅等についての補助事業と

いうのはございません。 

以上です。 

○議長（上田健一君） 清田一敏君。 

○４番（清田一敏君） できましたら、そういったことも今後の検討課題の一つとして

考えていただければありがたいなと思っております。 

おそらく放棄地に至る原因というのは、いろいろあるかもしれませんが、丘陵地

帯には、水田にはできない丘陵地帯の立地を生かした特徴のある営農も考えるとこ

ろでありまして、例えば、東陽や小川の海東地区などでは、ショウガが栽培されて
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おりますし、少し先に行けば、豊野辺りでは、干し柿などが年末には、見事に下が

っております。実際、氷川町には東陽辺りからショウガを栽培しに来られておりま

す。大体、ショウガというのは東陽とか海東辺りの特産品で、ほかの場所でつくっ

てもなかなかできないと言われておりましたが、立派なものができておりまして、

氷川町でも逆に言えばそういったことができるということを証明していただいてい

るような格好になっているわけでございますが、なかなかそういったものも急に普

及しようといってもできるものではございません。 

氷川町の丘陵地帯では現在のところ、梨でありますとか、柑橘類があくまでも主

流でありますので、こういった作物の振興を図りながら、これ以上の耕作放棄地を

増やさないという努力と、そして一方では今申し上げたような、金のある程度取れ

ることが見込めるような、新規作物への取り組みも必要かなと思っております。 

この問題につきましては、これまで河口議員も１回質問されましたし、木下議員

も質問されておりますが、なかなか解決の難しい問題だと思っております。最終的

には答弁の中にありましたように、土地の所有者の人と土地の利用について話を重

ねていくことが一番大切だなと思っております。農地課や農業委員の皆さんの活躍

を期待いたしまして、ウの質問を終わります。 

○議長（上田健一君） 次に、エの答弁を求めます。 

農業振興課長、前田昭雄君。 

○農業振興課長（前田昭雄君） それでは、エの今後の農家組合長あり方についてお答

えします。町の規則では、氷川町が行う地域農政を円滑に進めるため、町内各地区

に農家組合長を置く。そして農家組合長は各地区の中から推薦した者を町長が委嘱

するとされております。 

農家組合長は、農業に関する補助事業や各種情報提供など、農業施策を地域の各

農家に対して周知や調査を行い、氷川町の地域農政を円滑に進めるためには有効な

組織で必要な組織と考えております。そのためにも農家組合長制度の継続は必要と

考えております。 

以上です。 

○議長（上田健一君） 清田一敏君。 

○４番（清田一敏君） 答弁ありがとうございました。私も農家組合長制度は地区のこ

とを一番よく知っている農家の人が地区の世話役となって、いろんなお世話をされ

るという本当によく考えられたいい制度だと思っておりまして、その制度を否定す

るつもりで質問をしたわけではございませんが、何分将来を考えた場合、後継者不

足と高齢化でうまく機能しなくなる心配が出てきはしないかということで、お尋ね

したところでございます。 



－ 47 － 

どこの地区におかれましても、回り番で農家組合長の世話をされていると思いま

すが、以前は後継者がどこの農家にもおりまして、ある年代になりますと、子ども

にバトンタッチができていたわけでございますが、現在はほとんどの農家に後継者、

竜北は別といたしましてですが、残っていない状況になりました。米をつくったり、

農業を続けている限り何歳になりましてもこの役は回ってくるわけでございますが、

高齢になりまして、いろいろ世話をするのは大変だからということで、小組合あた

りを辞める人が出た場合、そういった人たちに対するフォローといいますか、連絡

あたりはあくまでも地区の話合いによるのか、それとも町のほうで何らかのサポー

トをする体制を作っていこうと考えておられるのか、その点について、もしよけれ

ば課長、町長、どちらでも結構ですが、答弁をお願いいたしたいと思います。 

○議長（上田健一君） 農業振興課長、前田昭雄君。 

○農業振興課長（前田昭雄君） 今、議員おっしゃいましたとおり、高齢化等で就農者

が少ないということで、これから出てくる問題だと思います。その点につきまして

は、農業振興課のほうでも問題点を考えながら、先ほどの答えになるとは思いませ

んけど、継続できる方法を考えたいと思っています。 

以上です。 

○議長（上田健一君） 清田一敏君。 

○４番（清田一敏君） これで、１項目の質問を終わります。 

○議長（上田健一君） 次に、質問事項２、一般質問や町政懇談会等で出された意見に

ついてのアの答弁を求めます。 

総務課長、稲田和也君。 

○総務課長（稲田和也君） 清田議員の一般質問や町政懇談会等で出された意見につい

て、その後どのような検討がなされているかについて、お答えします。 

定例議会などの一般質問では、各議員の皆さまより町の行政全般に渡って出され

ました質問に対しては、町執行部等で内容を検討しております。その結果につきま

しては、町の施策に反映しまして予算化することにより事業の実施をいたしており

ます。事業にあたりましては、町の広報誌等で皆さんに対して周知を図っていると

ころです。今後、さらに町のホームページ等での周知も考えていきたいと思ってお

ります。 

地区懇談会につきましては、今年も町内５地区行っております。１４０名ほどの

参加でございました。各地区の住民の方から出されました町政に対するご意見等に

ついても担当課等で内容を検討しまして、その結果、区長さんを通して地区の皆さ

まに町の考えをお返ししているところでございます。 

以上で答弁を終わります。 
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○議長（上田健一君） 清田一敏君。 

○４番（清田一敏君） 今まで一般質問や町政懇談会でも、さまざま意見や提言がなさ

れたと思いますが、その後の取り扱いはどうなっているんだろうと、気になってい

たところでございますが、ただいまの答弁では、町の執行部で内容を検討して施策

として取り上げるべきものについては予算化している。また、広報誌やホームペー

ジ等を通じて周知を図っていきたいということで、町の姿勢や取り組みがよくわか

りました。 

参考になるかどうかわかりませんが、２年前に鹿児島県の姶良市議会と大崎町議

会に議会広報の研修に行ってまいりましたが、姶良市議会では、出された質問、全

部ではないと思いますが、大事と思われる質問につきましては「追跡、あの質問ど

ぎゃんなった」という見出しで、その後の審議の経過と結果について広報誌に掲載

されておりまして、これはいい企画だなと思ったところでございます。 

私たち議員は予算書を見たり、執行部に尋ねたりといろんな機会がありますが、

町民の皆さんはなかなかそうもいかないと思いますので、ただいま答弁いただきま

したことをぜひ徹底していただきますように、要望をいたしておきます。 

最後に大所高所から、町長の見解を伺いたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

○議長（上田健一君） 町長、藤本一臣君。 

○町長（藤本一臣君） お答えいたします。一般質問、それから町政懇談会の意見につ

いて、きちんとそれが生かされているのかということだろうと思っております。課

長が申し上げましたとおり、それぞれいただきました意見等につきましては、しっ

かりと執行部、課長会等で議論をし、できるところはすぐにやる。できないところ

は、どこに課題があるのか、そういったところにもお互い研究をする。そして、早

くやっていくという姿勢で今、臨んでいるところであります。なかなか今日言った

ことが明日すぐできれば一番いいんですけども、大きな事業につきましてはそうい

うわけにはいきません。しっかりその辺りは取り組んでいきたいと思っております

し、町政懇談会等でも貴重なご意見をいただいております。 

一例申し上げますと、名札ですね。今、胸に下げておりますけれども、以前は首

から下げておりました。非常に見にくいという意見が出ましたので、すぐ改めまし

た。役場の窓口の表示がわかりにくいというお話がありました。今、見ていただき

ますと、玄関入ったら一目瞭然で、それぞれの担当がわかるような改善をいたしま

した。そのほか、それぞれの地区からの要望につきましても、しっかり受け止めて、

当然、地区要望等で区長さんからはあがってまいりますが、それとあいまって優先

順位をつけて、随時やっているところもございます。 
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しっかり皆さま方の意見というのは、それぞれ受け止めて、これからも町政に生

かしていきたいというふうに思っておりますし、これからもその考え方には変わり

ございません。しっかり意見を大事にしていきたいというふうに思っております。 

○議長（上田健一君） 清田一敏君。 

○４番（清田一敏君） ありがとうございました。今後とも氷川町、農業の発展のため

に、そしてまた住民や我々議員の意見の反映に向けて、真剣に取り組んでいただき

ますようにお願いいたしまして、私の質問を終わらせていただきます。 

○議長（上田健一君） 以上で、清田一敏君の一般質問を終わります。 

次に、３番、河口涼一君の発言を許します。 

○３番（河口涼一君） ３番議員の河口でございます。どうぞよろしくお願いします。 

今回は、質問事項１項目、高齢者自立生活支援策について、質問の要旨を３つ用

意しました。 

アとしまして、高齢者前期・後期それぞれの人口と高齢化率はどうなっておりま

すか。 

イとしまして、高齢者の外出・移動支援策はありますか。 

ウ、高齢者の緊急連絡について、どのような支援策があるか、お尋ねをしたいと

思いますが、まず今回の質問に至りました背景、理由について少し述べさせてくだ

さい。 

大変、私事で恐縮ですが、私は今月が誕生月でございまして、来年１年経ちます

と私も高齢者の仲間入りをすることになります。そのため、心の準備といいますか、

心構えといいますか、自覚をするためにここで確認をしたいと思いまして質問に至

りました。最近、老後は公的年金だけでは足りないよと、２,０００万円ほど不足

するから覚悟しろよというようなことを政府のほうから発言がありまして、今、マ

スコミあたりもこれに対して、国会でもそうですが、話題となっているところであ

ります。今のが、アの背景でございます。 

次にイの高齢者外出・移動支援策はあるかということですが、これも私事ですが、

私の母親が免許の返納をしまして、２年ほど前になるかと思いますが、そしてまた

最近、高齢者による重大な交通事故が頻発しまして、発生が続きまして、それに伴

い免許返納の増加が見込まれているようですし、実際、増えているようであります。

このことで、免許が返納された後、外出・移動を控えるように余儀なくされる方々

が引きこもりをされたり、社会的な孤立化を防ぐために、ぜひ必要な支援策だと思

いますので伺いました。 

ウですが、こちらもまた私の個人的なことですが、私の叔母が急に具合が悪くな

りまして、これは夜だったと思いますけれども、私の妻に緊急連絡、ＳＯＳをしま
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したが、そのときたまたま駆け付けられたものですから、救急車を呼んで事なきを

得ましたが、障がいが少し残りまして、今、施設におりますけれども、このとき救

急隊がまいりましたときに、お薬手帳はどこにありますかということで、大変慌て

ておりますので、なかなかそのときは渡せなかったということもあったようであり

ます。ですから、こういった緊急時において、どういう対応が必要かということも

含めまして、どのような支援策があるのかということをお尋ねをしたいと思います。 

それでは、質問席に移ります。 

○議長（上田健一君） 河口涼一君の質問事項、高齢者自立生活支援策についてのアか

らウまでの答弁を求めます。 

福祉課長、山本昭義君。 

○福祉課長（山本昭義君） それでは、河口議員のアからウまで一括してお答えいたし

ます。 

アの前期高齢者・後期高齢者の人口と高齢化率について。平成３１年４月１日現

在の住民基本台帳におきまして、６５歳から７４歳の前期高齢者２,０３９名、１

７.２パーセント、７５歳以上の後期高齢者２,３９１名、２０.１パーセントです。

平成３０年４月１日では、前期高齢者１,９７６名、１６.４パーセント、後期高齢

者２,４０２名、２０パーセント。平成２９年４月１日では、前期高齢者１,９４８

名、１５.９パーセント、後期高齢者２,３９１名、１９.５パーセント。平成２７

年の国勢調査では、前期高齢者１,８２９名、１５.４パーセント、後期高齢者２,

３１４名、１９.５パーセントとなっております。 

これでアを終わります。 

次に、イをお答えいたします。イ、高齢者の外出・移動支援策につきましては、

タクシー利用の助成事業を行っています。この事業は今年度から取り組む３年間の

実証実験事業で、高齢者や障がいをお持ちの方の福祉の増進、これより社会参加を

支援することを目的としております。対象者は、町に滞納等がなく、運転免許証を

お持ちでない７５歳以上の者のみで構成される前年度の市町村民税が非課税の世帯

や重い障がいをお持ちの人となります。 

助成内容は、タクシーの初乗り料金に対する助成を行い、利用者１人につき、５

００円分のタクシー利用券を２４枚配布し、１万２,０００円の助成となります。

使用期限は今年度中となります。受付は６月から開始しており、福祉課と宮原振興

局で行っております。 

これでイを終わります。 

次に、ウをお答えいたします。ウの高齢者の緊急連絡について、どのような支援

策があるのかにつきましては、在宅老人緊急通報装置の貸与事業を行っています。
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これは緊急通報装置を貸与し、急病や災害などの緊急時に、迅速かつ適切な対応を

図り、福祉の増進を目的にしております。対象者は６５歳以上の一人暮らしの方で、

この方の緊急時に発信者宅に出向き、状況を確認し、必要な処置を取ることができ

る協力員３名と固定電話があること、通信料の負担、電話の聞き取りができること、

民生委員さんの確認が条件となります。 

緊急時は本体にある非常か、相談のボタンか、ペンダントのボタンを押すと、警

備会社の緊急通報センターにつながり、通報センターは、通報内容に併せて救急車

の手配などが迅速に行われます。また、月に２回程度、警備会社の相談センターか

ら、お元気コールの電話があり健康についての相談や通報ボタンの試し打ちなどの

練習などもされ、安否確認と通報装置の確認が行われています。 

これで、アからウの答弁を終わります。 

○議長（上田健一君） 河口涼一君。 

○３番（河口涼一君） それでは、アの質問の中で、高齢化の比率をお尋ねしたのです

が、比率についてお答えございましたですかね。 

○議長（上田健一君） 福祉課長、山本昭義君。 

○福祉課長（山本昭義君） 比率につきましては言いましたように、平成３１年４月１

日の前期高齢者の比率は１７.２パーセント、後期高齢者の比率は２０.１パーセン

ト、平成３１年４月１日現在ということで、お知らせいたしております。 

以上でございます。 

○議長（上田健一君） 河口涼一君。 

○３番（河口涼一君） それぞれということで、質問を用紙に書いたものですから、そ

ういうお答えになったと思いますが、合わせて高齢化の率といいますと、３７.３

パーセントということになりますね、一番直近の数字ですね。この数字は３人に１

人以上、高齢者ということになります。 

実は全国のものを調べてみましたら、２７.３パーセントということで、我が町

より１０パーセントぐらい低いのですが、こちらのほうも４人に１人以上は高齢者

ですよということになるようになるようです。ちなみに３,４５９万人、高齢者が

いるということになりますが。今、申し上げました氷川町と全国に１０パーセント

ぐらい差がありますが、このことで課長、何かご所感などおありでしたらお願いし

ます。 

○議長（上田健一君） 福祉課長、山本昭義君。 

○福祉課長（山本昭義君） 今、議員さんがおっしゃられたとおりに、氷川町というよ

り八代地域におきましては、全国よりも早く高齢化のほうが推移しているようでご

ざいます。 



－ 52 － 

それで、氷川町、八代市、八代郡医師会、八代市医師会の４者が連携しまして、

４者連携によりまして、地域包括ケアシステムづくりを県内では先駆けて行ってお

ります。これは高齢者やその家族を地域で支え合うことで、要介護状態となっても

高齢者尊厳や自力生活の支援の目的の下で、住み慣れた地域で自分らしく暮らしを

人生の最後まで続けることができるよう、医療、介護、介護予防、住まい及び自立

した日常生活の支援が包括的、一体的に提供される仕組みづくりを行っているとこ

ろでございます。 

地域で支え合うことができるように、地域共生社会の実現を目指し、八代地域で

４者連携して取り組んでいるところでございます。 

以上でございます。 

○議長（上田健一君） 河口涼一君。 

○３番（河口涼一君） 次にイに移りますが、外出支援策の中で、タクシー券を支給を

するということで、大変ありがたい制度だと思いますが、この中で７５歳以上で、

障がいをお持ちの方とか条件があるようですが、これは例えば７５歳以下でも、や

はり障がいがおありとか、どうしても移動手段、足がないので必要だよというとこ

ろまでの範囲を広げるというお考えはございませんか。 

○議長（上田健一君） 福祉課長、山本昭義君。 

○福祉課長（山本昭義君） 障がいをお持ちの方につきましては、年齢制限は設けてお

りません。７５歳以上の方につきましては、運転免許を持たなくて、前年度の住民

税の非課税ということで対象としているところでございます。 

○議長（上田健一君） 河口涼一君。 

○３番（河口涼一君） わかりました。ぜひ、必要な方に、必要なサービスが届くよう

になれば幸いかと思っております。 

次にウですが、この緊急通報装置の貸与事業があるということですが、私も勉強

不足で初めて知ったわけですが、６５歳以上のお一人暮らしの方で、条件が揃った

方に、これが備えることができるということが、先ほどご説明がありました協力員

に３名というのは、どのような内容なんでしょう。簡単にちょっと説明を求めたい

と思いますが。 

○議長（上田健一君） 福祉課長、山本昭義君。 

○福祉課長（山本昭義君） お一人暮らしの方の状況をまず確認していただくための協

力員ということになります。急病等で判断される場合は、配送センターのほうは救

急車も手配を行いますけれども、元気コール等を行った場合に、応答がない場合と

か、非常ボタンが押されても家におられないようなとき、対応されないときがまま

あります。そういうようなときに、協力員の方に連絡をされまして、状況の確認を
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お願いしている、協力をお願いを求める人でございます。 

３名というのは、１人の場合は不在の場合もありますので、３人協力していただ

ければ、どなたかに連絡がついて、ご本人の確認が取れるんじゃないかということ

で３名にしてあります。また、緊急搬送された場合の戸締まりの確認とか、病院へ

の同行、入院が必要な場合の手続き等も必要になってきますので、そういう場合も

協力をいただける方ということになります。 

以上でございます。 

○議長（上田健一君） 河口涼一君。 

○３番（河口涼一君） 今のご説明にありました、協力員の３名の方というのは、これ

は利用者のほうで選ぶというか、お願いをするということですかね。町のほうでこ

ういう方が適当じゃないですかということで、一緒になってというか、提出される

というところなのでしょうか。 

○議長（上田健一君） 福祉課長、山本昭義君。 

○福祉課長（山本昭義君） 利用者の方が３名の方、家族とか、そういう方々、近所の

人とか、いつも頼りにされているような方を協力員として３名選出していただいて

いる状況でございます。 

以上です。 

○議長（上田健一君） 河口涼一君。 

○３番（河口涼一君） 今まで説明がありましたけれども、実際のところ、現在ですね、

これを利用されている方の実数、実績を教えてください。 

○議長（上田健一君） 福祉課長、山本昭義君。 

○福祉課長（山本昭義君） 緊急通報装置につきましては、平成２９年度において、平

均で６１名、平成３０年度におきましては、平均で６５名、今年も５月末現在では

６２名の方が利用されておられます。 

緊急対応数につきましては、平成２９年度で月に０.５件、平成３０年度では月

に０.６件の緊急要請があっている状況です。 

以上です。 

○議長（上田健一君） 河口涼一君。 

○３番（河口涼一君） 勉強不足で申し訳ないと思いますが、かなりの利用があるのか

なと思いましたが、ちなみに質問が行ったり来たりしますけれども、お一人暮らし

の世帯数でいいますと、数はどのくらいですか。 

○議長（上田健一君） 福祉課長、山本昭義君。 

○福祉課長（山本昭義君） 一人暮らしにつきましては、平成２７年度の国勢調査時点

になります。全世帯数が３,８６１世帯中、６５歳以上の単身世帯が４８９世帯で
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１９.２パーセントとなります。ちなみに６５歳以上の夫婦世帯が５４２世帯で２

１.３パーセント、６５歳以上の方との同居世帯が１,５１３世帯で５９.５パーセ

ントということで、６５歳以上の方がおられる世帯ということになりますと２,５

４４世帯で全体の６５.９パーセントということになります。 

以上です。 

○議長（上田健一君） 河口涼一君。 

○３番（河口涼一君） お一人暮らしの世帯の数からしますと、結構、利用率というの

が高い数字じゃないかなというふうに思うところであります。 

これまで大変丁寧に説明をいただいたわけですが、私が今回、質問の要旨を３点

ほど用意しましてお尋ねをしたわけですが、大変、私は住みよい町だというふうに

思っております。環境的にも大変自慢のできる町だと思っております。ぜひ安心し

て、この町でお暮らしをいただいて、最後の最後までお暮らしをいただければとい

うふうに思います。 

最後になりますが、町長のほうで、ご所感・ご所見おありでしたら、お願いいた

します。 

○議長（上田健一君） 町長、藤本一臣君。 

○町長（藤本一臣君） 今回もご質問いただきました。いわゆる少子高齢化は、日本全

体の大きな課題であります。少子化対策のほうは、意外と注目をされますけれども、

高齢化対策はこれから大変な時代を迎えるんだろうなというふうに思っております。 

私たちの町はそれ先行していっているわけでございまして、先ほど話がありまし

たとおり３７パーセントを超える高齢化率であります。一方、６５歳以上の人口は、

私たちの町は確か２０２０年がピークだったと思っております。それから先は６５

歳以上の人口が減ってまいります。一方、７５歳以上ですね、後期の高齢者は比率

としては増えていくんでしょう。そういったときに、いわゆる高齢者の皆さま方へ

どうやってサービスを提供していくのかというのは、いわゆる国に先駆けて、私ど

もが先行していかなければならない課題でございます。 

いつも言っておりますけれども、ちょうど日本の人口の１万分の１が氷川町の人

口でございまして、私たち、この氷川町が今後そういった課題を乗り越えて生きて

いければ日本国も安泰という話でございますし、そのモデルになっていかないとな

らないというふうに思っております。 

そういう考えでそれぞれお尋ねありました、自立支援のためのさまざま施策がご

ざいます。国が行っている事業、県が行う事業、あるいは町単独で行う事業、町単

独でいいますと、「ふれあいいきいきサロン」というのは、その最たるものであり

まして、それぞれの月に１回でございますけれども、それぞれの地区の公民館に皆
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さま方、お集まりになる。安否確認をする、いろいろな話をする、そういった機会

をつくっているというのが一つ大きな政策かなと思っております。 

実は、先般、厚生労働省の保険局長が八代で講演をされました。昨日、一昨日で

すか、私も行ってお話を聞く中で、国もそういった方向を目指しているんですよ。

各地区ごとにですね、そういった場所をつくってほしい。 

熊本県の長洲町が一番最初にこれを取り上げたんだろうと思っております。私も

そちらを参考にしてやった経緯がございますけれども、それが全国モデルとなって

おります。そういった意味では、私も先んじて、そういった取り組みをやっている

ところでございますし、そういったものを充実させることによりまして、高齢者の

自立支援につながっていけばなという思いでございます。 

そのほか、さまざまなやはり施策が展開していく必要があるんだろうというふう

に思っておりまして、少子化と同時に高齢化対策も、これからしっかり頑張ってい

きたいなというふうに思っております。 

○議長（上田健一君） 河口涼一君。 

○３番（河口涼一君） ありがとうございました。これで終わります。 

○議長（上田健一君） 次に、７番、上田俊孝君の発言を許します。 

○７番（上田俊孝君） 皆さん、こんにちは。議長のお許しを得て、７番議員、上田俊

孝が令和初めての一般質問をさせてもらいます。 

さて、先般、熊日の新聞で、令和に伝えたい、我が町、氷川町の平成の記事が掲

載されておりました。平成を振り返る中で、平成２年、立神峡吊り橋、龍神橋完成。

平成６年、第１回竜北町梨マラソン大会。平成９年、まちつくり酒屋、運用開始。

平成１４年、道の駅竜北、完成。平成２７年、秋山幸二ギャラリー、オープン。そ

して平成２６年には、宇城・氷川スマートインターがオープン。スマートインター

は、１日１,２００台を見込んでいましたが、約２,２００台の利用で、町の強力な

インターになっています。 

そんな中で、この記事を見ますと、町企画担当課長の約１０年担当した課長が申

しているのは「利用者が想定より多く、頑張った甲斐があった」と笑顔で振り返る。

また、平副町長は「Ｉ.Ｃによって熊本市が通勤圏になることから、今後、町が熊

本市や八代市のベッドタウンとして広がりを見せれば、町の人口減少に歯止めがか

けられますと期待を寄せる」という記事が載っていました。 

そこで、私は藤本町長の行政手腕並びにレガシー、政治的基調を私は高く評価し

たいと思っています。また、国内では今年７月に参議院選挙が行われます。参議院

選挙の話題は年金、国保問題が５４パーセント、少子高齢化対策問題が４２パーセ

ントとなって、それが選挙の争点となっています。 
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では、一般質問に入らせていただきます。先月５月２６日に、我が町において、

宮原小、竜北東小、竜北西部小と３小学区の運動会がありました。また、２中学校

が９月１４日土曜日に行われる予定と聞いております。その中で、ある新聞記事で、

時短運動会が広がるというタイトルが載っていました。全国的にも記録的な暑さと

なった２５日、２６日、熊本市の大半の小学校が運動会が開催され、そんな中で、

午前中に終了する時短運動会が少しずつ広がっている。暑さをしのげたのは、もち

ろん児童や保護者の負担減、授業時間数の確保などに役立っているものでした。 

そこで、私の一般質問事項は、時短運動会についてということで質問させてもら

います。アの小中学校の運動会の現状について、イ、先生、ＰＴＡとの運動会にお

ける取組実態について、ウは時短運動会について、氷川町において、どのような考

えがあるのかをお聞かせくださいという内容です。 

ア、イは一括で、担当課長に答弁をお願いします。そして、ウは教育長に答弁を

お願いしたいと思います。 

これで、席に着きます。 

○議長（上田健一君） 上田俊孝君の質問事項、時短運動会についてのアからウまでの

答弁を求めます。 

学校教育課長、岩本博美君。 

○学校教育課長（岩本博美君） 上田議員のご質問のアとイにつきまして、一括してお

答えいたします。 

まず、アのご質問にあります、小中学校の運動会の現状についてお答えいたしま

す。いわゆる時短運動会は、運動会の日程をお昼前後までに終了するようにはじめ

から計画して行われる運動会であると認識しております。先日、熊日新聞に記事が

掲載されたことをきっかけに話題にのぼるようになりました。熊本県内の運動会の

時短化のきっかけは、２０１６年４月の熊本地震により休校等が続いたことにより、

練習が不足したことで種目が減少したり、競技時間を多く必要とする徒競走やＰＴ

Ａ競技などが取りやめとなったりして、結果的に当日の運動会や練習に費やす時間

が短くなったものであると思います。 

併せて、新学習指導要領の完全移行に向けた、外国語活動の授業時数の確保の問

題もありまして、運動会にかける時間を少なくしなくてはならないという側面もあ

ります。 

そのような動きの中で、本町では児童や生徒の頑張りで、本年度も例年どおり素

晴らしい運動会が行われました。ゴールデンウイークの１０連休があり、練習時期

が限られた中で、さまざま工夫をして子どもたちを成長させてくださった先生方に

教育委員会としても大変感謝しております。 
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各学校は運動会を行うことで、子どもたちに体育技能の向上だけではなく、自ら

の責任を持ち、仲間と協力しながら粘り強くやり遂げる力を身に付けさせたいと願

って取り組んでおられます。また、保護者や地域住民も運動会で成長した子どもの

姿を見ることで、喜びを感じ、子どもの成長に主体的にかかわろうと感じられるの

ではないかと思います。 

学校教育課としましても、このように大変意義のある取り組みの一つである運動

会については、現段階では運動会の役割を踏まえ、大切にしていきたいと考えてお

ります。 

次に、イのご質問の先生、ＰＴＡ等の運動会における取り組み実態についてお答

えいたします。学校は意義ある運動会にするために、４月当初から実施計画を検討

し、職員会議での議論を重ねながら、学校総体として取り組んでいきます。 

具体的には４月までに運動会のテーマを決めたり、チーム編成を行ったりしなが

ら練習、スケジュールを決定していきます。５月連休明けから、本格的に練習を開

始します。開会式や行進、応援合戦の練習につきましては、全体練習としまして７

時間程度行います。それとは別に各学年の徒競走や表現運動などを十数時間、時間

を取って子どもたちを高めていきます。ただ、時間を効率良く使うために、以前は

行われていた予行練習などはなくしたり、縮小している状況です。また、準備や後

片付けにつきましては、ＰＴＡによる協力体制がしっかりできており、運動会前に

除草作業を行ったり、当日の来賓接待や駐車場の整理などにも協力をいただいてい

る状況です。 

このようにいろいろな人たちの協力を得ながら、学校として子どもたちに付けた

い資質や能力を明確にして、一致団結して運動会に取り組んでいる状況です。 

これで、ご質問のア、イにつきましての答弁を終わります。 

○議長（上田健一君） 上田俊孝君。 

○７番（上田俊孝君） 丁寧な答弁を誠にありがとうございます。最近の子どもたちは、

体格は向上して、ただ体力がないという状況かなと思っております。 

その中で、北海道の札幌のほうは、小学校は６０パーセントが時短運動会に取り

組みたいという記事も載っていました。そこのところの指導によって、全然違って

くるかなと思っております。 

その中で、この間、日吉小学校での時短、運動会の取り組みの中、保護者の反応

は早朝の弁当づくりや場所取りは負担が多く助かる。特に低学年の子どもは午後ま

で続くと大変だからいい、概ね好評だったが、中にはおじいちゃん、おばあちゃん

が年に１回の親子３世代の弁当を食べる歓談が、時間がなくなって寂しいという意

見もあります。これは賛否両論ですね。 
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いろいろあると思いますけれども、私もこの間、宮原小学校の運動会に来賓で行

きまして、昼からになると、大体半分ぐらいの来賓の方が帰られているような状態、

いろいろ都合があって帰られているかなと思っております。そのため、私も中学校

の去年のプログラム、一応、点検してみましたら、以前は組体操とかあったんです

ね。それがいち早く氷川中はなくなっているわけですね。この組体操自体、非常に

テレビでもありましたけど、けがが多いものですから、５０パーセント。その点で

は、うちの町においてはいち早く組体操が、良い・悪いの問題ではなくて、我が町、

小学校、中学校においては非常に努力されているかと改めて思いました。 

先生たちも働き方改革いろいろありまして、非常に今後、道徳の時間、英語の時

間も増えるということで、非常にその中、運動会を頑張ってやられてるなと思って

おります。非常に私も、この時短運動会については、初めて文言というのを聞きま

して、これは勉強しないといけんなということで、今回の質問に代えさせてもらい

ました。 

では、続いて、ウの項目のほうの答弁お願いします。 

○議長（上田健一君） 教育長、太田篤洋君。 

○教育長（太田篤洋君） ただいま、上田議員のお話の趣旨は、本町の子どもたちの心

と体の成長に大きな役割を果たしております運動会を意義あるものとするとともに、

最近の暑さ対策や学習指導要領の改正に伴う、授業時数確保等、また最後に働き方

改革も申し上げられましたけれども、そこのところを念頭におかれたご質問かとい

うふうに受け止めております。 

今、お話がありました組体操の安全確保ということで、氷川町の対応を述べられ

たところでありますが、運動会での組体操による事故が大変近年多くなっておりま

して、平成２８年度に重大事故が引き続いているということで、文科省からの通知

がまいりました。それに基づいて対応を図っているところであります。ただ、組体

操には子どもたち同士が互いに協力、連携し、一致団結して達成感を味わう感動を

生む組体操であると、そういう種目であるというふうに思っています。ただ、本町

では子どもたちの体力の状況とか、そういう通知を踏まえて、そういう活動に今は

なっているというところであります。 

それでは、本町では時短運動会をどのように考えるかというようなご質問の内容

でありましたけれども、私は教育にも不易と流行があるというふうに考えておりま

す。流行という意味、そういう視点から考えると、時代の変化によりこれからも時

代に生きる子どもたちには、当然、情報化に対応するために、ＩＣＴ教育の充実と

か、あるいは国際化に向けた小学校の外国語活動の充実は、時代の流れとして不可

欠であると、そのように思います。そのために、先ほどお話がありましたように、
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指導要領の改正による小学校の外国語活動の導入によります時数確保、それは必要

であると、そのように思います。 

一方、変化しようとも変えてはならない、教育的意義が高い、大事にしていかな

ければならない不易の教育は継続していかなければならないと、そのように思って

います。 

例えば、学校行事であります入学式、卒業式、そして運動会等、それぞれの目標

がありまして、その目標を達成するために、子どもたちが努力し学びを深めており

ます。特に運動会につきましては、学級や学校全体が一致団結し心を一つにして、

力を合わせて根気強く取り組んでやり遂げます。運動会を終えた子どもたちは、そ

の次に出会ったときに、また一つたくましくなり大きく成長したなということをこ

れまでの経験から強く感じているところです。そうした視点から総合的に考えます

と、運動会は時短運動会ではなくて、これまでどおり充実した内容にできればなと、

私自身は考えているところであります。その上で、お話したように、気象状況によ

っては子どもたちの健康に配慮し、運動会の種目、内容、あるいは練習時間の確保、

そして何より大会時の暑さ対策が必要でありますので、暑さ指数計による状況の把

握とか、あるいは水分補給、あるいは休憩時間の確保等、当然必要になろうかと、

そのように思っています。 

また、働き方改革の視点からも運動会のあり方をちょっと言われましたけれども、

そのご意見にありましたように、今後は検討が必要なのかなというところは思うと

ころであります。 

しかしながら、学校行事の運営・管理は、これは校長に委ねられています。子ど

もたちや学校の実態に応じて、責任ある立場であります校長の意見を尊重してまい

りたいなと、そのように思っているところです。その上で、必要があれば、しっか

りと支援したり、助言をしてまいりたいというふうに思っております。 

以上で答弁を終わります。 

○議長（上田健一君） 上田俊孝君。 

○７番（上田俊孝君） わかりやすい、丁寧な答弁ありがとうございました。 

運動会は何のため、誰のためという原点に立ち戻り、令和にふさわしい運動会を

考える時期も来ているかなと思っております。 

先ほどの太田教育長の教育においての熱心さを高く評価して、一般質問を終わり

ます。 

ありがとうございました。 

○議長（上田健一君） 以上で、上田俊孝君の一般質問を終わります。 

以上で、本日の日程は全部終了しました。 
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本日は、これにて散会します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

散会 午後０時１８分 


